
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表  

 改  正  前                            改  正  後                          

（前 略） 

第４章 勤務時間の特例 

（１箇月単位の変形労働時間制） 

第１６条 業務の都合上特別の形態によって勤務す

る必要のある教職員については、１箇月以内の一定

期間を平均し１週間の勤務時間が３８時間４５分

を超えない範囲において、週休日及び勤務時間を別

に割り振ることがある。 

２ 別表第３の教職員の割振り単位期間、週休日、始

業及び終業の時刻及び休憩時間は、同表に定めると

ころによる。 

（後 略） 

 

 

別表第１・２ （略） 

別表第３ 

教職員

の区分 

割振り

単位期

間 

週休

日 

始業及び終業

の時刻 

休憩時間 

     

総 務 部

に 勤 務

す る 職

員 の う

ち、総務

部 長 が

指 定 す

る者 

４週間 総務

部長

が指

定す

る８

の１

日勤

務日 

午前９時３０

分から午後６

時１５分まで 

正午から午後

１時まで 

午 前 １ ０ 時 

４５分から午

後７時３０分

まで 

午後１時から

午後２時まで 

午 前 １ １ 時 

１５分から午

後８時まで 

午後３時から

午後４時まで 

午前１１時 

４５分から午

後８時３０分

まで 

午後３時から

午後４時まで 

     

別表第４・５ （略） 

 

第４章 勤務時間の特例 

（１箇月単位の変形労働時間制） 

第１６条 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

   附 則 

この規程は、平成３０年５月１日から施行する。 

別表第１・２ （同 左） 

別表第３ 

教職員

の区分 

割振り

単位期

間 

週休

日 

始業及び終業

の時刻 

休憩時間 

     

研 究 推

進 部 に

勤 務 す

る 職 員

のうち、

研 究 推

進 部 長

が 指 定

する者 

４週間 研究

推進

部長

が指

定す

る８

の１

日勤

務日 

午前９時３０

分から午後６

時１５分まで 

正午から午後

１時まで 

午 前 １ ０ 時 

４５分から午

後７時３０分

まで 

午後１時から

午後２時まで 

午 前 １ １ 時 

１５分から午

後８時まで 

午後３時から

午後４時まで 

午前１１時４

５分から午後

８時３０分ま

で 

午後３時から

午後４時まで 

     

別表第４・５ （同 左）  

（同 左） 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 


